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三
校

中
井
竹
山
研
究
序
説
―
回
顧
と
展
望
―

田
　
世
　
民

は
じ
め
に

　

周
知
の
通
り
、
中
井
竹
山
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
四
）
は
懐
徳

堂
四
代
目
の
学
主
で
あ
る
。
懐
徳
堂
は
、
竹
山
が
学
主
と
し
て
学

校
の
経
営
に
務
め
た
も
と
で
、
さ
ら
な
る
成
長
と
発
展
を
遂
げ
て

い
っ
た
。
学
問
に
お
い
て
も
、
懐
徳
堂
は
儒
学
の
基
礎
的
な
学
習

か
ら
高
度
な
経
学
研
究
へ
と
発
展
し
、
ま
た
史
学
な
ど
の
領
域
へ

の
展
開
を
も
み
た
。
特
に
、
経
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
中
井
竹

山
・
履
軒
（
一
七
三
二
～
一
八
一
七
）
兄
弟
が
果
た
し
た
学
術
的

な
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
井
竹
山
は
学
問
を
修
め
る
に
謹
厳
な
姿
勢
を
取
っ
て
お
り
、

数
多
く
の
著
述
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
竹
山
は
「
人
情
世
態
に

通
じ
て
政
治
の
才（
１
）」
が
あ
っ
た
の
で
、
武
士
や
文
人
な
ど
多
く
の

知
識
人
た
ち
と
交
流
を
深
め
て
い
た
。
そ
の
気
運
も
あ
っ
て
、
懐

徳
堂
に
は
全
国
各
地
か
ら
学
生
が
集
ま
り
、
桃
李
門
に
満
つ
と
い

う
ほ
ど
の
盛
況
を
見
せ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
大

坂
に
立
ち
寄
れ
ば
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
懐
徳
堂
を
訪
れ
、

こ
こ
は
知
識
人
た
ち
が
切
磋
琢
磨
を
し
文
化
交
流
を
行
う
、
い
わ

ば
「
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点（
２
）
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

竹
山
は
三
宅
春
楼
（
一
七
一
二
～
一
七
八
二
）
に
継
い
で
懐
徳
堂

第
四
代
の
学
主
に
就
任
し
て
か
ら
、
懐
徳
堂
の
経
営
と
発
展
の
た

め
に
心
を
尽
く
し
て
い
っ
た
。
一
人
の
学
校
の
経
営
者
と
し
て
そ

の
活
躍
ぶ
ち
が
突
出
し
て
い
た
か
ら
か
、
あ
る
い
は
そ
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
か
っ
た
か
ら
か
、
彼
が
学
者
で
あ
り
思
想
家
だ
っ
た
こ
と

が
忘
れ
去
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
学
問
も
重
要
視
さ
れ
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
近
代
以
降
、
懐
徳
堂
に
関
わ
る
論
著
は
汗
牛
充
棟
と

い
う
ほ
ど
多
く
、
富
永
仲
基
や
山
片
蟠
桃
な
ど
懐
徳
堂
の
傑
出
し

た
門
人
に
関
す
る
研
究
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
井
竹

山
と
そ
の
思
想
に
関
す
る
研
究
は
意
外
に
手
薄
で
あ
る
。
と
り
わ
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校

け
、
中
井
履
軒
の
研
究
と
比
較
し
た
ら
、
質
量
と
も
に
そ
の
差
は

歴
然
で
あ
る
。

　

以
下
、
ま
ず
中
井
竹
山
に
関
す
る
研
究
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

先
行
研
究
の
偏
向
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
中
井
竹
山
の
著
述
を
紹

介
し
、
現
在
そ
の
学
問
が
広
く
研
究
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
述
べ

る
。
そ
し
て
、
竹
山
の
礼
学
研
究
の
著
作
『
礼
断
』
と
、
そ
の
経

世
論
著
『
草
茅
危
言
』
に
よ
っ
て
、
竹
山
の
「
廟
制
」
論
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
最
後
に
、
今
後
筆
者
が
目
指
し
て
い
る
中
井
竹
山

研
究
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

一
、
先
行
研
究

　

こ
れ
ま
で
に
、
中
井
竹
山
が
懐
徳
堂
の
経
営
者
と
し
て
そ
の
官

立
化
の
た
め
に
尽
力
し
、
懐
徳
堂
の
黄
金
期
を
築
き
、
そ
し
て
教

育
の
面
に
お
い
て
華
や
か
な
業
績
を
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
研

究
や
紹
介
の
蓄
積
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
竹
山
と
他
の
文
人
・
儒

者
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
少
な
か
ら
ざ
る
成
果

が
上
が
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、「
懐
徳
堂
研
究
の
最
も
基
本
的
な

文
献
と
し
て
の
価
値
を
持
つ（
３
）」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
西
村
天

囚
（
名
は
時
彦
、
字
は
子
駿
。
一
八
六
五
～
一
九
二
四
）
の
『
懐

徳
堂
考
』
は
、
懐
徳
堂
の
学
問
背
景
を
述
べ
る
ほ
か
、
懐
徳
堂
に

関
わ
り
が
あ
っ
た
人
た
ち
に
つ
い
て
も
幅
広
く
紹
介
し
て
い
る
。

中
井
竹
山
に
つ
い
て
は
、
西
村
は
、
竹
山
が
二
十
九
歳
の
時
懐
徳

堂
の
「
預
り
人
」
に
就
任
し
て
か
ら
学
校
の
経
営
に
力
を
注
い
で

い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
竹
山
の
「
学
行
」「
交
游
」「
風
采

性
格
」
な
ど
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
論
述
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
後
の
懐
徳
堂
研
究
な
い
し
中
井
竹
山
研

究
の
基
礎
と
な
っ
た
。

　

竹
山
の
学
問
に
つ
い
て
は
、
西
村
は
「
竹
山
履
軒
並
に
文
章
に

長
ぜ
し
が
、
分
け
て
文
章
は
竹
山
の
長
技
た
り
、
竹
山
の
文
章
に

長
じ
、
履
軒
の
経
学
に
長（
４
）」
じ
た
と
し
て
、
竹
山
と
履
軒
は
そ
れ

ぞ
れ
文
章
と
経
学
と
に
長
け
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

西
村
も
書
中
に
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
竹
山
が
懐
徳
堂
の
講
堂

南
面
の
両
柱
に
掲
げ
た
聯
に
は
「
経
術
心
之
準
縄
、
文
章
道
之
羽

翼
（
経け
い
じ
ゅ
つ術
は
心
の
準
じ
ゅ
ん
じ
ょ
う
縄
、
文
章
は
道
の
羽う
よ
く翼
）」
と
あ
る
。
そ
の

附
説
に
よ
れ
ば
、
竹
山
は
「
蚤
歳
」
の
頃
か
ら
「
学
問
修
行
の
主

意
は
経
術
文
章
の
二
つ
に
あ
り
。此
二
つ
の
到
底
を
究
め
ざ
る
は
、

小
成
に
安
ず
る
の
器
に
し
て
、
大
成
の
業
に
非
ず
」
と
、
経
術
と

文
章
の
両
者
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た（
５
）。
そ
し
て
、
結
論
に
お
い

て
、「
故
に
経
術
文
章
迭
に
修
め
て
相
待
ざ
る
こ
と
を
得
ず
、
こ

れ
切
要
の
義
な
り
。
等
閑
に
心
得
べ
か
ら
ず
。
是
に
因
て
愚
拙
の

修
身
の
事
業
は
、
こ
の
一
聯
に
あ
り（
６
）」
と
竹
山
は
述
べ
る
。
そ
こ

か
ら
、
竹
山
は
文
章
を
軽
視
す
る
当
時
の
風
潮
を
批
判
す
る
と
と

も
に
、「
経
術
」
と
「
文
章
」
と
を
同
様
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る（
７
）。

　
『
懐
徳
堂
考
』
の
後
、
中
井
竹
山
の
思
想
に
つ
い
て
全
面
的
に

紹
介
を
行
っ
た
の
は
、
加
地
伸
行
ら
が
著
し
た
『
中
井
竹
山
・
中

井
履
軒
』
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
書
は
前
述
の
竹
山
の
経
術
・
文

章
へ
の
考
え
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
門
人
藤
江
貞
蔵
へ
の
答
書
「
答

藤
江
生
」（『
竹
山
国
字
牘
』
所
収
）
を
引
い
て
、
竹
山
の
古
今
の

文
章
家
に
対
す
る
批
評
に
触
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
竹
山
は
文
章

家
と
い
え
ば
「
韓
（
韓
愈
）・
柳
（
柳
宗
元
）・
欧
（
欧
陽
脩
）・

蘇
（
蘇
軾
）
と
云
よ
り
外
は
な
し
」
と
述
べ
、
朱
子
に
つ
い
て
は

「
朱
子
の
文
、
時
文
（
科
挙
試
験
に
課
し
た
文
章
詩
賦
の
文
体
―

―
引
用
者
注
）
の
大
家
な
り
」
と
し
て
評
価
し
、「
こ
の
詩
文
を

今
学
ぶ
べ
し
と
云
で
は
非
ざ
れ
ど
も
、
学
者
こ
れ
を
知
ざ
る
べ
か

ら
ず
」と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
明
代
の
文
章
家
で
は
方
正
学（
孝

孺
）
と
王
陽
明
を
「
こ
の
二
家
は
、
一
代
を
圧
倒
す
べ
し
、
必
読

ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
竹
山
は
「
予
の
大
に

憎
む
所
は
陽
明
の
学
術
な
り
」
と
し
な
が
ら
、「
陽
明
の
文
を
よ

む
た
び
に
、
撃
節
し
て
称
す
れ
ば
、
こ
れ
そ
の
人
愛
憎
に
よ
り
て

其
文
を
取
捨
す
る
に
非
る
こ
と
明
白
な
り
。
こ
れ
予
深
く
自
か
ら

信
ず
る
所
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
執
筆
者
の
山
中
浩
之
は
竹
山

の
陽
明
評
価
に
対
し
て
、「
そ
の
学
問
思
想
に
対
す
る
好
悪
と
は

別
に
、
陽
明
の
文
章
を
賛
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
て
ま
え

と
は
ち
が
っ
て
、
陽
明
学
に
対
す
る
好
尚
は
実
の
と
こ
ろ
、
か
な

り
深
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
」
と
考
察
し
て
い
る（
８
）。

　

な
お
、『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
は
「
中
国
学
と
の
関
わ
り
」

と
い
う
一
章
の
中
で
、
漢
詩
文
・
音
韻
・
経
学
・
史
学
に
わ
た
っ

て
竹
山
と
履
軒
の
学
問
を
紹
介
し
て
い
る
。
経
学
に
お
い
て
は
、

主
に
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
批
判
と
『
中
庸
錯
簡
説
』
に
関
わ
る

も
の
で
あ
り
、
竹
山
の
経
学
著
述
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
よ
り
先
、
平
重
道
に
は
「
懐
徳
堂
の
経
学
思
想
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
井
履
軒
の
経
学
思
想
に
つ
い
て
か

な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
竹
山
の

経
学
に
つ
い
て
は
簡
略
的
な
叙
述
に
止
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

平
は
、
竹
山
は
師
の
五
井
蘭
洲
の
「
経
解
修
正
主
義
」
を
堅
持
し

た
と
述
べ
、
竹
山
の
経
典
解
釈
の
態
度
を
「
経
典
の
あ
る
が
ま
ゝ

の
解
釈
に
於
い
て
宋
註
を
回
護
し
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る（
９
）。
そ

し
て
、
竹
山
の
経
学
著
述
に
つ
い
て
「
目
録
（『
大
阪
名
家
著
述

目
録
』
の
こ
と
―
―
引
用
者
注
）
に
四
書
断
、
易
断
、
書
断
、
詩

断
、
礼
断
、
小
学
断
の
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
内
容
を
詳
ら
か
に

し
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
要
す
る
に
彼
は
理
論
の
提
唱
家
で
あ

つ
て
、
実
際
の
経
解
に
沈
潜
し
た
註
釈
家
で
は
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る）
（（
（

。

　

早
期
の
竹
山
研
究
は
、
多
く
は
そ
の
経
済
思
想
に
つ
い
て
の
論

述
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
庄
栄
治
郎
「
中
井
竹
山
の

経
済
思
想
」
や
、
菅
野
和
太
郎
解
題
『
中
井
竹
山
集
』、
同
「
寛
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政
の
改
革
と
中
井
竹
山
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
は
、

最
近
の
も
の
に
は
吉
川
延
太
郎
「
中
井
竹
山
の
経
世
」
や
西
岡
幹

雄
「
制
度
の
安
定
化
フ
レ
ー
ム
と
社
会
意
識
の
活
性
化
―
中
井
竹

山
の
「
経
済
」
学
と
常
平
・
社
倉
論
―
」、
同
「
中
井
竹
山
に
お

け
る
「
義
利
」
と
「
制
度
組
立
」
─
制
度
認
識
に
立
脚
し
た
政
治

経
済
観
を
中
心
に
し
て
」
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

　

さ
て
、
小
堀
一
正
は
「
中
井
竹
山
の
歴
史
観
―
そ
の
排
仏
論
を

中
心
と
し
て
―
」
と
い
う
一
文
の
な
か
で
、
竹
山
の
『
逸
史
』
編

著
の
意
図
か
ら
、
排
仏
論
の
意
義
、
参
勤
交
代
改
革
論
に
わ
た
っ

て
竹
山
の
歴
史
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
小
堀
は
結
論
に
お
い

て
、「
竹
山
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
過
去
に
遡
及
し
て
現
在
の
問

題
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
現
前
す
る
問
題
が
彼
の
歴
史
観

を
規
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
」
と
述
べ
、「
歴
史
は
そ
の

経
世
論
を
展
開
す
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
も
の
」
で
あ
り
、

「『
逸
史
』
編
述
は
、
結
果
と
し
て
、『
草
茅
危
言
』
の
予
備
作
業
」

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）
（（
（

。
そ
の
指
摘
は
、
竹
山
の
思
想
を
研
究

す
る
と
き
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
竹

山
の
史
学
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ほ
か
に
は
藤
直
幹
「
懐
徳
堂
の

史
学
―
―
中
井
竹
山
の
『
逸
史
』
を
中
心
と
し
て
―
―
」
や
、
高

橋
章
則
「
近
世
後
期
史
学
史
と
『
逸
史
』」
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
藤
本
雅
彦
は
そ
の
「
中
井
竹
山
の
公
私
観
」
に
お
い
て
、

主
と
し
て
『
草
茅
危
言
』
に
よ
っ
て
竹
山
の
公
私
観
を
考
察
し
て

い
る
。
藤
本
に
よ
れ
ば
、
竹
山
に
お
け
る
公
私
と
い
う
言
葉
の
用

法
に
は
次
の
三
つ
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
。（
一
）「
そ
れ
が
上
下

の
別
と
結
び
つ
い
て
い
」
て
、「
竹
山
に
と
っ
て
、
公
私
の
別
と

は
官
民
の
別
と
同
義
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。（
二
）「
公
私
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
際
に
は
、
常
に
利
害
得
失
が
問
題
と
さ
れ
る
」。

（
三
）「
公
私
を
と
も
に
利
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
意

見
は
、
利
の
み
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
義
の
和
な
る
も

の
と
い
う
正
当
性
の
主
張
の
根
拠
を
も
つ
」と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、

竹
山
に
お
い
て
は
「
公
＝
官
も
私
＝
民
も
と
も
に
利
す
る
道
こ
そ

が
義
の
和
な
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
」
か
ら
で
あ
る）
（2
（

。
そ
し
て

最
後
に
、
藤
本
は
竹
山
の
思
想
の
性
格
に
触
れ
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
私
の
充
実
を
通
し
て
し
か
公
私
を
と
も
に
利
す
る

よ
う
な
全
体
の
発
展
は
な
い
と
す
る
竹
山
の
主
張
が
、
公
か
ら
私

へ
と
向
う
徂
徠
の
方
法
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
は
思
想
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
の
徂
徠
学
か
ら
の
影
響

が
あ
る
た
め
に
、
却
っ
て
激
し
い
反
撥
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う）
（3
（

。

　

陶
徳
民
は
そ
の
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
第
三
章
「
経
世
策

の
考
案
」
に
お
い
て
、
竹
山
『
社
倉
私
議
』
著
述
の
背
景
か
ら
、

竹
山
の
「
朱
子
社
倉
法
」
理
解
の
特
徴
、
社
倉
構
想
と
「
上
下
合

体
」
の
論
理
、『
社
倉
私
議
』
の
影
響
、
そ
し
て
竹
山
の
「
刻
聖

諭
広
訓
序
」
お
よ
び
和
刻
本
『
聖
諭
広
訓
』
の
影
響
に
わ
た
っ
て
、
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竹
山
の
経
世
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
陶
は
そ
の
後
、「
東

ア
ジ
ア
の
救
済
私
説
と
し
て
の
社
倉
―
中
井
竹
山
『
社
倉
私
議
』

考
―
」
と
い
う
一
文
を
著
し
て
、
竹
山
の
『
社
倉
私
議
』
の
意
義

を
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
。

　

な
お
、
最
近
佐
野
大
介
は
「
懐
徳
堂
無
鬼
論
に
お
け
る
中
井
竹

山「
ム
ク
リ
コ
ク
リ
ノ
説
答
千
秋
」」と
い
う
一
文
に
お
い
て
、『
竹

山
先
生
国
字
牘
』
所
収
の
「
ム
ク
リ
コ
ク
リ
ノ
説
答
千
秋
」
を
逐

条
読
み
解
い
て
、
懐
徳
堂
無
鬼
論
と
の
比
較
を
通
し
て
、
竹
山
の

怪
異
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
中
井
家
の
儀
礼
書
『
喪
祭
私
説
』
や
竹
山
『
礼
断
』

な
ど
の
資
料
を
使
っ
て
、
儒
礼
実
践
の
側
面
か
ら
、
竹
山
ら
の
礼

説
と
そ
の
儀
礼
実
践
の
間
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る）
（4
（

。

二
、
中
井
竹
山
の
著
作

　

こ
こ
で
、
ま
ず
中
井
竹
山
の
主
要
の
著
作
を
そ
の
内
容
に
よ
っ

て
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
羅
列
し
て
お
く
。

【
経
学
】

『
易
断
』（
五
巻
五
冊
）

『
尚
書
管
見
』（
一
巻
一
冊
）

『
詩
断
』（
八
巻
四
冊
）

『
礼
断
』（
十
巻
五
冊
）

『
春
秋
左
伝
比
事
蹄
』（
三
巻
三
冊
）

『
四
書
句
辨
』（
不
分
巻
一
冊
）

『
中
庸
懐
徳
堂
定
本
（
附
中
庸
錯
簡
説
）』（
一
巻
一
冊
）

『
中
庸
錯
簡
説
』（
一
巻
一
軸
）

【
朱
子
学
】

『
竹
山
先
生
首
書
近
思
録
』（
十
四
巻
四
冊
）

【
史
著
】

『
逸
史
』（
十
三
巻
十
三
冊
）：
懐
徳
堂
蔵
版
、『
近
世
社
会
経
済
学

説
大
系
』
第
九
巻
等
叢
書
所
収

【
論
著
】

『
非
徴
』（
七
巻
八
冊
）：
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書
一

『
蒙
養
編
』（
二
帖
、
草
稿
は
「
奠
陰
消
息
」
と
い
う
）：
懐
徳
堂

記
念
会
『
懐
徳
堂
五
種
』
活
字
翻
刻

『
詩
律
兆
』（
十
一
巻
三
冊
）：
懐
徳
堂
蔵
版

『
社
倉
私
議
』（
一
巻
一
冊
）：
拙
修
斎
叢
書
刊
本
『
社
倉
私
議
并

附
録
』

『
草
茅
危
言
』（
五
巻
五
冊
）：
懐
徳
堂
記
念
会
刊
本
、『
日
本
経
済

大
典
』
第
二
三
巻
等
叢
書
所
収
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『
公
田
説
』（
一
巻
一
冊
）：『
日
本
経
済
大
典
』
第
二
三
巻
等
叢
書

所
収

『
経
済
要
語
』（
一
巻
一
冊
）：『
日
本
経
済
大
典
』
第
二
三
巻
等
叢

書
所
収

【
詩
文
集
】

『
竹
山
先
生
国
字
牘
』（
本
編
八
冊
・
続
編
一
冊
・
附
巻
一
冊
）：

本
編
の
中
の
三
十
篇
は
懐
徳
堂
記
念
会
『
懐
徳
堂
遺
書
』
に
『
竹

山
国
字
牘
』（
上
下
巻
）
と
し
て
収
録

『
奠
陰
集
』（
二
十
巻
二
十
冊
：
詩
集
八
巻
八
冊
、
文
集
十
二
巻
十

二
冊
）：
懐
徳
堂
記
念
会
『
懐
徳
堂
遺
書
』
活
字
翻
刻

『
西
岡
集
』（
一
巻
一
冊
）：
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
刊
縮
刷

影
印
本

【
そ
の
他
】

『
代
萱
』（
一
冊
）

『
詩
漁
』（
一
冊
）

『
子
華
孝
状
』（
一
冊
）

『
走
馬
看
灯
』（
一
冊
）

『
災
後
蕘
言
』（
一
冊
）

『
奠
陰
自
言
』（
一
冊
）

『
鶏
肋
篇
疑
文
』（
一
冊
）

『
万
年
先
生
遺
稿
』（
一
冊
）

『
竜
野
貞
婦
記
録
』（
一
冊
）

『
竹
山
先
生
語
録
』（
一
冊
）

『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』（
一
冊
）

　

以
上
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
手
稿
本
、
抄
本
や
刊
本
（
首
書
）
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、『
逸
史
』
関
係
の
資
料
や
、
懐
徳
堂
関
係
の

記
載
、
そ
し
て
竹
山
と
履
軒
が
補
正
校
訂
を
施
し
た
父
甃
庵
の
遺

著
『
喪
祭
私
説
』
な
ど
が
あ
る）
（（
（

。
以
上
の
簡
単
な
一
覧
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
竹
山
の
著
述
の
中
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
史
著
、

論
著
そ
し
て
詩
文
集
は
い
ず
れ
も
刊
本
の
ほ
か
活
字
翻
刻
さ
れ
て

い
る
。
対
し
て
、
竹
山
の
経
学
と
朱
子
学
に
関
す
る
重
要
な
著
作

は
手
稿
本
や
抄
本
に
の
み
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、よ
く
竹
山
の
研
究
に
使
用
さ
れ
て
い
る
懐
徳
堂
遺
書『
竹

山
国
字
牘
』
は
、
上
記
の
よ
う
に
手
稿
『
竹
山
先
生
国
字
牘
』
本

編
中
の
三
十
篇
の
み
を
収
録
し
て
い
る
。
両
者
の
対
照
は【
表
一
】

に
示
し
て
お
く
。【
表
一
】
に
よ
れ
ば
、
懐
徳
堂
遺
書
『
竹
山
国

字
牘
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、
手
稿
『
竹
山
先
生
国
字
牘
』

に
か
え
っ
て
「
闕
」
と
し
て
そ
の
内
容
を
欠
く
こ
と
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
懐
徳
堂
遺
書
『
竹
山
国
字
牘
』

上
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
答
福
島
寿
庵
」
や
「
与
萱
野
氏
」
は
、
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手
稿
『
竹
山
先
生
国
字
牘
』
に
そ
の
内
容
は
確
認
で
き
な
い
。
ま

た
、
両
者
に
文
章
の
収
録
順
序
が
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

例
え
ば
、【
表
一
】
に
網
を
か
け
た
と
こ
ろ
の
「
上
中
納
言
菅
公

公
建
学
私
議
」
は
、
懐
徳
堂
遺
書
『
竹
山
国
字
牘
』
で
は
下
巻
の

最
後
の
と
こ
ろ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
手
稿
『
竹
山
先
生
国
字

牘
』
で
は
六
冊
目
に
収
録
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
内
容
も
「
不
全
」

と
し
て
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
重

要
な
こ
と
は
、
懐
徳
堂
遺
書
『
竹
山
国
字
牘
』
に
収
録
さ
れ
て
い

な
い
、
未
だ
手
稿
『
竹
山
先
生
国
字
牘
』
の
中
に
眠
っ
た
ま
ま
の

竹
山
の
諸
書
簡
に
、
さ
ら
に
脚
光
を
浴
び
せ
て
研
究
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

中
井
竹
山
研
究
の
低
調
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
竹
山

の
学
校
の
経
営
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ

て
、
そ
の
思
想
内
容
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
研

究
も
手
薄
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
山
の
経
学
関
係
の
著
述
は
皆
手
稿

本
や
抄
本
の
形
で
懐
徳
堂
文
庫
に
眠
っ
て
お
り
、
未
だ
活
字
翻
刻

し
て
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
竹
山
が
広
く
研
究
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
の
一
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、
中
井
竹
山
研

究
を
促
進
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
著
述
を
整
理
し
て
一
日
も
早

く
そ
れ
を
翻
刻
公
開
す
る
こ
と
が
そ
の
焦
眉
の
急
で
あ
ろ
う
。

【
表
一
】

懐
徳
堂
文
庫
蔵
手
稿

『
竹
山
先
生
国
字
牘
』

懐
徳
堂
遺
書
『
竹
山
国
字
牘
』

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
一総計

三
十
五
紙
　

答
尾
池
左
左
善　

闕

　

答
福
島
寿
菴　

闕

答
福
島
寿
庵
（
巻
上
一
丁
、「
上
一
」

と
略
す
。
以
下
同
）

答
宮
良
佐　

闕

　

与
萱
野
氏　

闕

与
萱
野
氏
（
上
一
）

与
平
寿
王　

闕

　

与
菱
川
右
門　

闕

　

答
大
藤
浪
江

答
大
藤
浪
江
（
上
二
）

与
辛
島
氏

　

答
雑
喉
三

答
雑
喉
三
（
上
二
）

答
僧
英
信

　

答
松
尾
権
大
夫

　

与
宮
原
文
進

　

答
加
藤
子
常

答
加
藤
氏
（
上
三
）
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答
丸
川
千
秋

　

源
語
梯
辨

　

答
宮
武
生
問
目

　

答
子
厚

　

ム
ク
リ
コ
ク
リ
ノ
説
答
千
秋

ム
ク
リ
コ
ク
リ
ノ
説
答
千
秋
（
上
五
）

答
森
島
千
蔵

　

答
国
枝
子
謙

答
国
枝
子
謙
（
上
五
）

答
貞
蔵

　

答
中
川
主
水

　

楓
橋
詩
解

　

答
嘉
善

　

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
二総計

九
十
三
紙
　

答
貞
蔵
大
学
大
全
問
目

　

答
服
部
善
蔵

　

答
頼
千
秋
非
徴
解
嘲

非
徴
解
嘲
答
頼
千
秋
（
上
六
）

答
丸
川
千
秋
問
目

　

答
貞
蔵
論
字
学

答
貞
蔵
論
字
学
（
上
八
）

扶
乗
木
ノ
説

　

答
松
藩
谷
某

答
松
藩
谷
某
（
上
九
）

答
原
恥
叔
逸
史
問
目

　

贈
平
島
館
主
肉
色
手
製
之
法

肉
色
手
製
之
法
贈
平
島
舘
主
（
上
一

一
）

答
魚
石

答
魚
石
（
上
一
三
）

答
尾
池
加
仲
太

　

小
田
生
ニ
口
授
ス

　

答
脇
子
善

答
脇
子
善
（
上
一
五
）

答
加
藤
子
常

　

答
鹿
島
文
宰

答
鹿
島
文
宰
書
（
上
一
六
）

答
小
西
純
達
井
田
説

　

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
三総計

四
十
八
紙
　

餅
菓
子
干
菓
子
ノ
辨
答
石
井
文
蔵

　

答
安
東
多
記

　

答
片
山
右
門
論
遊
記
ノ
略

答
片
山
右
門
論
遊
記
ノ
略
（
上
二
一
）
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答
小
西
純
達
問
目

　

答
服
子
安

　

上
執
政
松
平
和
泉
侯
論
文
章

　

答
頼
千
秋
論
平
側
考
序

　

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
四総計

六
十
一
紙
　

答
安
東
多
記
問
目

　

与
今
村
泰
行
論
国
事　

闕

与
今
村
泰
行
論
国
事
（
上
二
二
）

経
済
要
語

　

答
斎
藤
高
寿

答
斎
藤
高
寿
（
上
二
六
）

再
答
斎
藤
高
寿

再
答
斎
藤
高
寿
（
上
三
〇
）

伐
蛟
説
ノ
辨　

闕

　

復
尾
藤
志
尹

復
尾
藤
志
尹
（
上
三
三
）

与
藤
江
貞
蔵

与
藤
江
貞
蔵
（
上
三
五
）

答
片
山
右
門

　

答
股
野
嘉
善

　

答
谷
生
論
主
一
無
適

答
谷
生
論
主
一
無
適
（
上
三
八
）

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
五総計
五
十
一
紙
　

答
鹿
文
宰

　

応
宮
川
侯
之
需
懐
徳
堂
諸
聯
附
説　

闕

応
宮
川
賢
候
尊
命
大
書
呈
上
懐
徳
堂

諸
聯
附
説
（
下
一
）

答
赤
水
長
窪
玄
珠
平
側
考
ノ
辨

　

答
菱
川
右
門

　

再
答
菱
川
右
門

　

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
六総計

四
十
七
紙
　

答
猪
飼
修
蔵　

闕

答
猪
飼
修
蔵
書
（
下
三
）

上
中
納
言
菅
公
建
学
私
議　

不
全

上
中
納
言
菅
公
公
建
学
私
議
（
下
三

六
）

答
脇
子
善
大
学
章
句
問
目

答
脇
子
善
大
学
章
句
問
目
（
下
八
）

紫
雲
并
副
墨
辨
答
千
秋

紫
雲
并
副
墨
弁
答
千
秋
（
下
一
一
）

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
七総計

七
十
八
紙
　

答
大
室
渋
井
氏
第
一
書

答
大
室
第
一
書
（
下
一
九
）

同　

第
二
書

　

同　

第
三
書
并
追
啓

追
啓
（
下
二
三
）

答
石
原
氏　

闕
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答
宮
武
生

　

答
貞
蔵
論
文

　

石
碑
神
主
ノ
辨
答
人
問　

闕　

　

雑
記　

闕

　

太
孺
人
ノ
辨

　

竹
山
先
生
国
字
牘
目
録
八総計

二
十
七
紙
　

答
藤
江
貞
蔵
大
君
称
謂
ノ
辨

答
藤
江
貞
蔵
書
（
下
二
三
）

答
藤
江
貞
蔵
文
章
大
意

答
藤
江
生
（
下
三
〇
）

竹
山
先
生
国
字
牘
続
編総
計
六
十
一
紙
　

答
宮
良
佐

　

答
頼
千
秋

　

答
丸
川
一
郎

　

答
岩
村
生
海
棠
辨

　

答
松
藩
谷
某

　

答
尾
藤
志
尹
并
別
副
密
啓

　

答
宮
武
正
蔵

　

与
吉
田
大
津
留
二
君

　

附
録　

社
倉
ノ
事

　

竹
山
先
生
国
字
牘
附
巻

　

斎
藤
高
寿
与
竹
山
先
生
書
三
篇

　

答
斎
藤
高
寿
并
再
覆

　

逸
史
問
答

　

菱
川
宇
門
与
竹
山
先
生
第
三
書

　

　

折
た
く
柴
の
記
中
（
下
四
二
）

三
、
中
井
竹
山
の
廟
制
論

『
礼
断
』
に
お
け
る
竹
山
の
廟
制
論

　

周
知
の
よ
う
に
、『
草
茅
危
言
』
は
時
の
老
中
松
平
定
信
（
一

七
五
八
～
一
八
二
九
）
の
求
め
に
応
じ
て
献
上
さ
れ
た
、
中
井
竹

山
の
経
世
論
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
懐
徳
堂
の
経
世
論
を
集
大
成
し

た
も
の
で
、
懐
徳
堂
知
識
人
の
儒
家
文
治
主
義
に
立
脚
し
た
主
張

を
な
に
よ
り
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
竹
山
の

経
学
や
史
学
の
著
述
に
お
け
る
主
張
が
、『
草
茅
危
言
』
の
そ
れ

と
通
底
し
た
も
の
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
儒
者
と
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し
て
の
竹
山
が
、
そ
の
時
代
の
種
々
の
現
実
問
題
に
応
え
る
た
め

に
発
し
た
言
説
は
、
そ
の
経
学
思
想
や
歴
史
観
に
そ
の
ま
ま
反
映

さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
竹
山
の
思
想

を
理
解
す
る
た
め
に
一
つ
の
重
要
な
前
提
で
あ
る
。
以
下
、
宗
廟

制
を
め
ぐ
る
『
礼
断
』
と
『
草
茅
危
言
』
の
議
論
を
取
り
上
げ
、

竹
山
の
主
張
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
『
礼
記
』
王
制
篇
に
、「
天
子
七
廟
、
三
昭
三
穆
、
与
大
祖
之
廟

而
七
。
諸
侯
五
廟
、
二
昭
二
穆
、
与
大
祖
之
廟
而
五
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
後
世
の
い
わ
ゆ
る
「
天
子
七
廟
」「
諸
侯
五
廟
」
と
い
う

宗
廟
制
の
理
論
的
根
拠
の
所
在
で
あ
る
。
竹
山
は
そ
の
当
該
段
落

の
欄
外
に
こ
の
よ
う
な
評
注
を
つ
け
て
い
る
。

竹
山
曰
、
天
子
七
廟
、
周
家
之
制
、
以
文
武
二
宗
、
百
世
不

遷
也
。
其
廟
数
蓋
備
於
後
嗣
以
成
王
為
祖
廟
之
日
、
而
其
法

周
公
預
設
之
也）
（（
（

。

上
の
文
章
か
ら
、
次
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
竹
山
に
よ
れ
ば
、

（
一
）「
天
子
七
廟
」
と
い
う
宗
廟
制
は
「
周
家
」、
す
な
わ
ち
周

王
朝
の
制
度
で
あ
る
。

（
二
）
周
の
七
廟
と
い
う
の
は
、
後
述
の
「
太
祖
」
の
后
稷
に
「
二

宗
」（
文
王
・
武
王
）、
そ
し
て
「
四
親
廟）
（（
（

」
と
し
て
の
高
曾
祖

考
か
ら
な
っ
て
い
る
。

（
三
）
そ
の
制
度
は
、
周
の
成
王
を
補
佐
し
て
い
た
周
公
が
あ
ら

か
じ
め
定
め
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

経
学
に
お
け
る
「
天
子
七
廟
」
を
め
ぐ
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、

古
く
前
漢
の
時
代
か
ら
学
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
根
拠
を

も
っ
て
議
論
し
、
特
に
宗
廟
の
数
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
主
張

を
出
し
て
き
て
い
た
が
、
い
ま
だ
に
定
説
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い

る）
（（
（

。
そ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
文
・
武
「
二
祧）
（9
（

」
は
果
た
し
て

七
廟
と
い
う
廟
数
の
中
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

代
表
的
な
論
者
は
鄭
玄
と
王
粛
で
あ
り
、
前
者
は
文
・
武
二
祧
は

七
廟
の
中
に
含
ま
れ
る
と
主
張
し
、
後
者
は
そ
れ
に
対
抗
し
て

文
・
武
二
祧
は
七
廟
の
中
に
数
え
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
鄭
玄

の
注
釈
に
よ
れ
ば
、『
礼
記
』
王
制
篇
に
あ
る
「
天
子
七
廟
」
云
々

【
図
一
】『
礼
断
』
巻
三
、
王
制
第
五
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の
記
述
は
、「
此
周
制
。
七
者
、
大
祖
及
文
王
・
武
王
之
祧
、
与

親
廟
四
。
大
祖
、
后
稷
」（『
礼
記
正
義
』）
と
い
う
。
鄭
玄
の
い

う
と
こ
ろ
の
廟
制
は
、
太
祖
廟
一
、
二
祧
、
親
廟
四
、
あ
わ
せ
て

七
廟
と
な
る
。

　

一
方
、
王
粛
の
『
聖
証
論
』
に
よ
れ
ば
、「
周
之
文
・
武
、
受

命
之
王
、
不
遷
之
廟
、
権
礼
所
施
、
非
常
廟
之
数
。
殷
之
三
宗
、

宗
其
徳
而
存
其
廟
、
亦
不
以
為
数
」
と
い
う
（『
礼
記
正
義
』
孔

頴
達
疏
所
引
）。
つ
ま
り
、
王
粛
に
お
い
て
は
、
文
・
武
二
廟
が「
不

遷
之
廟
」
と
な
っ
た
の
は
、
後
人
が
二
王
の
徳
行
と
功
績
を
慕
い

尊
ぶ
た
め
に
そ
の
廟
を
存
続
し
た
か
ら
で
あ
り
、
常
の
廟
の
数
つ

ま
り
七
廟
の
中
に
数
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
王
粛
の
い
う
と
こ

ろ
の
廟
制
は
、
太
祖
廟
一
、
親
廟
六
、
変
宗
之
廟
二
、
あ
わ
せ
て

九
廟
と
な
る
。

　

そ
れ
以
来
、
歴
代
の
礼
学
家
た
ち
は
鄭
玄
説
派
と
王
粛
説
派
と

に
分
か
れ
、
そ
の
議
論
は
さ
ら
に
錯
綜
を
増
し
、
清
代
に
至
っ
て

も
決
着
は
な
か
な
か
つ
か
ず
に
い
た
の
で
あ
る）
2（
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
国
歴
代
の
学
者
た
ち
は
、
天
子
の
廟
制

を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
行
っ
て
主
張
を
出
し
て
き
た

が
、
主
と
し
て
上
の
『
礼
記
』
王
制
篇
の
記
述
を
そ
の
理
論
的
根

拠
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
例
外
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
学

者
た
ち
は
大
概
「
天
子
七
廟
」
を
い
つ
の
時
代
に
も
通
用
す
る
、

い
わ
ば
「
定
法
」
と
し
て
考
え
、
そ
れ
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、「
天
子
七
廟
」
を
は
っ
き
り
規
定
し
た
も
の
と
し
て
、

王
制
篇
の
ほ
か
に
祭
法
篇
の
次
の
文
章
が
あ
る
。

是
故
王
立
七
廟
、
一
壇
・
一
墠
。
曰
考
廟
、
曰
王
考
廟
、
曰

皇
考
廟
、
曰
顕
考
廟
、
曰
祖
考
廟
、
皆
月
祭
之
。
遠
廟
為
祧
、

有
二
祧
。
享
嘗
乃
止
。

し
か
し
、
竹
山
は
『
礼
断
』
の
中
で
上
の
記
事
に
対
し
て
、
か
な

り
強
い
語
気
で
次
の
よ
う
な
評
注
を
つ
け
て
否
定
し
て
い
る
。

竹
山
曰
、
是
篇
廟
制
、
漢
儒
謬
妄
之
尤
甚
者
、
置
於
弗
問
可

矣）
2（
（

。

前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
竹
山
『
礼
断
』
や
履

軒
『
礼
記
雕
題
略
』
に
は
し
ば
し
ば
、
漢
儒
の
「
妄
作
」
を
指
弾

す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
履
軒
は
『
礼
記
雕
題
略
』
祭
法
篇

の
冒
頭
で
「
是
篇
所
記
、
往
往
不
合
於
礼
制
、
於
義
亦
甚
不
安
。

漢
儒
妄
作
之
尤
者
。
今
不
挙
辨
」、
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で

あ
る）
22
（

。
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『
草
茅
危
言
』
に
お
け
る
竹
山
の
廟
制
論

　

し
ば
ら
く
竹
山
の
先
の
議
論
に
戻
っ
て
み
る
と
、
上
記
の（
一
）

と
（
二
）
は
前
漢
以
来
の
学
者
の
議
論
に
よ
る
も
の
で
、
目
新
し

い
主
張
で
は
な
い）
23
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、（
三
）
の
主
張
つ
ま
り
「
天

子
七
廟
」
の
制
度
は
周
公
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
や
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
。そ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
の
も
の
と
し
て
、『
草
茅
危
言
』

巻
之
二
「
宗
廟
の
事
」
の
次
の
叙
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

竹
山
は
ま
ず
「
愚
は
曾
て
窃
に
此
事
に
於
て
私
議
を
設
け
含
み

し
事
有
、
今
其
説
を
左
に
詳
に
す）
24
（

」
と
し
た
上
で
、
周
の
廟
制
に

つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

七
廟
は
周
を
始
と
す
べ
し
。
周
は
后
稷
を
太
祖
と
し
、
文
王

武
王
を
祖
宗
と
し
、四
親
廟
に
加
へ
て
七
廟
た
る
事
明
白
也
。

然
れ
ど
も
是
も
周
公
の
成
王
を
補
佐
し
、
礼
楽
を
定
め
ら
れ

し
時
は
、
大
王
・
王
季
・
文
王
・
武
王
に
て
四
親
な
り
。
大

王
よ
り
上
に
は
宗
と
立
べ
き
も
の
な
し
。
夫
故
に
追
王
も
大

王
迄
な
れ
ば
、其
時
は
太
祖
と
合
せ
て
矢
張
五
廟
な
る
べ
く
、

其
後
成
・
康
・
昭
の
王
々
を
経
て
、
穆
王
・
共
王
の
時
に
始

て
六
廟
七
廟
と
定
り
し
成
べ
し
。
尤
文
武
の
功
徳
は
云
に
も

及
ば
ぬ
事
故
、
周
公
の
礼
を
制
せ
ら
れ
し
日
に
、
後
々
親
尽

た
る
時
、
文
武
は
百
世
不
遷
の
廟
と
す
べ
し
と
兼
て
定
め
置

か
れ
た
る
事
は
あ
る
間
敷
に
非
ず
。
何
分
周
は
全
く
文
王
・

武
王
に
因
て
七
廟
と
な
り
し
也
。
若
其
前
後
に
功
徳
の
劣
ら

ぬ
明
君
あ
り
な
ば
、
八
廟
と
も
九
廟
と
も
な
す
べ
し
、
必
七

に
限
り
た
る
事
に
は
非
ず
。
差
当
り
し
周
公
の
徳
を
以
て
若

継
統
の
君
あ
ら
ば
、
豈
七
廟
に
拘
り
て
其
廟
を
毀
つ
べ
け
ん

や
。
天
子
七
廟
と
堅
く
心
得
た
る
よ
り
、
後
世
は
功
徳
無
て

も
強
て
増
て
七
数
に
備
へ
た
る
也
。
然
ら
ば
功
徳
の
君
多
く

有
て
も
、
お
し
て
減
じ
て
七
数
に
止
る
事
と
せ
ん
や
、
甚
然

る
べ
か
ら
ざ
る
事
也
。
周
の
世
は
衰
へ
な
が
ら
も
長
く
続
き

た
る
は
、
七
廟
と
云
事
数
百
歳
云
な
ら
は
し
、『
礼
記
』
等

の
諸
書
に
も
多
く
出
る
故
、
周
一
代
の
制
と
云
に
心
付
ず
、

何
と
な
く
天
子
の
通
制
と
な
る
は
、
後
世
の
諸
儒
深
く
考
へ

ざ
る
の
誤
也）
2（
（

。

例
に
よ
っ
て
、
ま
ず
上
の
文
章
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
に
整
理
し
て
お

く
。

【
図
二
】『
礼
断
』
巻
八
、
祭
法
第
二
十
三
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（
Ａ
）
周
の
歴
代
の
王
：

后
稷
（
太
祖）
2（
（

）
…
…
太
王
⇒
王
季
⇒
文
王
⇒
武
王
（
四
親
廟
）

⇒
成
王
（
周
公
の
時
代
。
五
廟
）

⇒
康
王
（
太
王
を
遷
す
。
五
廟
）

⇒
昭
王
（
王
季
を
遷
す
。
五
廟
）

⇒
穆
王
（
文
王
を
遷
さ
ず
。
六
廟
）

⇒
共
王
（
武
王
を
遷
さ
ず
。
七
廟
）

（
Ｂ
）
周
公
は
文
武
を
「
百
世
不
遷
」
の
廟
と
、
か
ね
て
定
め
て

お
い
た
。

（
Ｃ
）
七
廟
と
限
ら
ず
、
明
君
が
出
た
ら
、
八
廟
や
九
廟
に
な
っ

て
も
よ
い
。

（
Ｄ
）七
廟
は
周
一
代
の
制
と
知
ら
ず
、天
子
の
通
制
と
す
る
の
は
、

後
世
諸
儒
の
誤
り
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
草
茅
危
言
』
の
所
論
は
『
礼
断
』

の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
お
り
、
そ
し
て
よ
り
具
体
的
で
あ
る
。

　

竹
山
に
よ
れ
ば
、
成
王
・
周
公
の
時
、
太
王
・
王
季
・
文
王
・

武
王
の
四
親
廟
に
后
稷
の
太
祖
廟
を
加
え
る
と
、
周
の
宗
廟
数
は

五
廟
で
あ
る
。
康
王
と
昭
王
の
時
、
そ
れ
ぞ
れ
「
親
尽
」
し
た
太

王
と
王
季
を
遷
す
。
宗
廟
数
は
五
廟
の
ま
ま
で
あ
る
。
穆
王
の
時
、

文
王
を
遷
さ
ず
六
廟
と
な
り
、
そ
し
て
共
王
の
時
、
武
王
を
遷
さ

ず
七
廟
と
な
る
。
周
の
「
七
廟
」
の
制
は
こ
こ
に
お
い
て
成
立
す

る
。
文
・
武
の
「
百
世
不
遷
」
の
廟
は
、
周
公
が
周
の
礼
制
を
考

案
す
る
時
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
制
度
で
あ
る
。
周
王
朝
の

宗
廟
が
七
廟
と
な
っ
た
の
は
、
功
徳
の
あ
る
文
・
武
二
王
を
「
二

宗
」
と
し
て
、
そ
の
廟
を
百
世
不
遷
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し

そ
の
前
後
に
ま
た
功
徳
の
あ
る
「
明
君
」
が
現
れ
れ
ば
、
七
廟
と

は
限
ら
ず
、
八
廟
や
九
廟
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
周
の
七

廟
の
制
が
後
世
に
伝
わ
り
『
礼
記
』
な
ど
の
書
に
も
載
っ
て
い
る

か
ら
、
儒
者
た
ち
は
そ
れ
を
周
一
代
の
制
と
知
ら
ず
、
そ
し
て
天

子
の
通
制
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
っ
て
み
れ
ば
、
竹
山
は
鄭
玄
の
い
う
太
祖
廟
一
、
二
祧
、
親

廟
四
の
七
廟
説
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。
一
方
、「
文
武

二
廟
周
公
制
作
説
」
や
「
七
廟
非
天
子
通
制
説
」
は
竹
山
の
独
特

な
主
張
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
を
竹
山
の
礼
制
に
対
す
る
ユ
ニ
ー

ク
な
解
釈
と
の
み
理
解
し
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
の
現

実
に
対
す
る
竹
山
の
問
題
意
識
と
合
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

　

竹
山
は
『
草
茅
危
言
』「
宗
廟
の
事
」
に
お
い
て
、
八
代
将
軍

吉
宗
の
治
世
を
賛
美
し
た
馬
場
文
耕
の
『
明
君
享
保
録
』
を
引
い

て
、
徳
川
将
軍
家
の
廟
制
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
明
君
享
保
録
』
に
、
享
保
御
代
始
の
上
意
に
兼
て
仰
お
か

れ
け
る
は
、
凡
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
廟
、
大
夫
は
三
廟
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と
『
礼
』
に
あ
り
。
然
に
御
当
家
既
に
上
野
並
に
増
上
寺
の

廟
所
七
廟
有
て
天
子
の
如
し
、
是
武
家
の
法
に
過
て
、
聖
人

『
礼
記
』
の
心
に
叶
は
ず
。
然
れ
ど
も
有
来
り
た
る
を
毀
ち

仕
廻
ん
様
も
な
し
。
唯
当
時
我
邦
の
礼
儀
華
美
に
成
て
、
礼

儀
の
真
実
に
叶
は
ず
。
予
今
に
も
相
果
な
ば
、
東
叡
山
の
常

憲
公
（
五
代
将
軍
綱
吉
の
法
名
「
常
憲
院
」
か
ら
の
尊
称
―

―
引
用
者
注
。
以
下
同
）
の
御
霊
屋
と
相
殿
に
す
べ
し
と
上

意
遊
ば
さ
れ
し
と
見
ゆ
る
。
是
よ
り
同
殿
の
制
起
り
、
今
日

に
至
れ
り）
2（
（

。

徳
川
家
の
将
軍
霊
廟
は
開
祖
の
家
康
以
来
、
七
代
目
の
家
継
ま
で

皆
廟
を
設
け
て
い
た
が
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
か
ら
「
霊
廟
」
の

建
設
を
取
り
止
め）
2（
（

、
既
存
の
霊
廟
と
「
相
殿
」
に
し
て
奉
祀
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
諸
侯
に
あ
た
る
将
軍
家
に
し
て
は
、
七
廟
は
僭

越
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
、
竹
山
は
「
然
れ
ば
今
日

に
て
も
制
度
の
立
様
に
依
る
事
に
て
、
強
ち
関
東
の
七
廟
を
僭
と

し
て
嫌
は
せ
給
ふ
に
及
ば
ざ
る
べ
し）
29
（

」
と
い
う
。
そ
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

今
日
の
諸
侯
は
本
よ
り
五
廟
に
従
ふ
べ
き
者
な
れ
ば
、
江
戸

の
御
事
は
六
廟
・
七
廟
の
内
、
何
に
て
も
其
当
を
得
給
ふ
と

謂
べ
し
。
扨
太
祖
（
家
康
＝
安
国
院
）
の
廟
は
申
奉
る
に
及

ば
ず
、
台
徳
大
君
（
秀
忠
＝
台
徳
院
）
は
守
成
の
良
君
に
て
、

創
業
の
内
に
も
関
せ
給
へ
ば
、
是
元
よ
り
不
遷
の
宗
た
る
べ

し
。
其
余
親
尽
さ
せ
給
ふ
は
祖
廟
に
祧
し
奉
り
、
一
廟
一
宗

を
四
親
に
合
六
廟
た
る
べ
し
。
有
徳
大
君（
吉
宗
＝
有
徳
院
）

は
今
尚
四
親
の
御
内
な
れ
ど
も
、
中
輿マ
マ

（
興
か
）
明
君
の
御

事
、
殊
に
御
血
脈
も
是
よ
り
改
ら
せ
給
へ
ば
、
後
日
中
宗
の

類
と
立
奉
る
べ
き
御
事
な
れ
ば
、
今
存
る
所
の
七
廟
の
内
、

一
廟
空
く
し
て
後
世
を
待
せ
給
ふ
べ
き
か
。
廟
を
豫
め
設
け

置
と
云
は
、『
毛
詩
』
の
疏
に
見
へ
た
り
。
夫
は
必
采
べ
き

の
説
に
あ
ら
ね
ど
も
、
是
は
今
既
に
七
廟
あ
る
に
就
て
説
を

立
る
也
。
後
世
必
用
ゆ
る
所
あ
る
廟
を
毀
ち
去
べ
き
に
も
あ

ら
ぬ
か
。
何
れ
に
も
空
廟
如
何
な
ら
ば
、
仮
に
孝
恭
世
子（
十

代
将
軍
家
治
の
嫡
子
家
基
）
御
廟
と
し
、
幾
千
秋
の
後
七
廟

に
満
た
る
時
も
あ
ら
ば
、
世
子
は
先
廟
中
に
附
祀
在
せ
ら
る

べ
き
か
。
又
は
万
代
無
彊
の
御
事
故
、
此
後
賢
明
の
君
の
宗

と
す
べ
き
は
、
十
主
も
二
十
主
も
在
せ
ら
る
ゝ
と
も
、
左
様

に
廟
制
を
増
事
先
王
の
法
に
非
ざ
れ
ば
、
若
已
後
功
徳
盛
に

し
て
祧
し
奉
る
間
敷
事
有
な
ば
、
今
日
同
殿
の
制
に
任
て
、

古
き
よ
り
段
々
と
二
宗
の
廟
に
合
享
任
せ
ら
れ
、
何
分
今
迄

来
り
た
る
七
廟
を
、万
代
不
易
の
制
と
立
さ
せ
給
ふ
べ
き
事
、

聖
人
の
中
制
に
叶
は
せ
ら
る
べ
き
御
事
な
ら
ん
か）
3（
（

。
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竹
山
は
こ
こ
で
は
、
将
軍
家
既
存
の
七
廟
を
『
礼
記
』
な
ど
の
礼

制
に
よ
っ
て
制
度
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
来
、
諸
侯
は
五
廟

で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
将
軍
家
の
七
廟
は
明
ら
か
に
僭
越
の
嫌
い

が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
竹
山
は
『
礼
記
』
王
制
篇

に
規
定
さ
れ
た
天
子
の
廟
数
に
対
し
て
、
決
し
て
拘
る
必
要
は
な

く
、明
君
が
出
れ
ば
八
廟
で
も
九
廟
で
も
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
。

諸
侯
の
廟
数
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
太
祖
の
家
康
の
廟
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
秀
忠
は「
守

成
」
の
功
徳
が
あ
る
か
ら
「
不
遷
の
宗
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か

く
し
て
「
親
尽
」
し
た
祖
先
は
順
次
「
祧
し
」
て
、
一
廟
一
宗
を

四
親
廟
に
合
せ
て
六
廟
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
在
既
存
の
七
廟
の

う
ち
、
一
廟
を
空
け
て
お
く
。
そ
れ
は
、
後
日
吉
宗
を
「
中
興
明

君
」
と
し
て
「
中
宗
」
と
立
て
て
、
そ
こ
に
奉
祀
す
る
た
め
で
あ

る
。
廟
を
あ
ら
か
じ
め
設
け
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、『
毛
詩
』

の
疏
に
見
え
る
と
竹
山
は
述
べ
る
が
、
そ
の
所
在
に
つ
い
て
は
ま

だ
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
先
に
見
た
「
文
武
二

廟
周
公
制
作
説
」
を
想
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
竹
山
は
、
周
公
が

文
武
二
廟
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
、
徳

川
将
軍
家
に
応
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
経
学
研
究
の

実
践
的
応
用
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　

他
方
、
竹
山
は
朝
廷
の
廟
制
に
関
し
て
、「
王
室
は
堅
く
故
例

旧
格
を
守
り
給
ふ
御
事
な
れ
ば
、
今
更
妄
り
に
新
規
の
議
を
建
べ

き
に
非
ず
。
縦
ひ
議
し
得
て
理
あ
り
と
も
、
万
々
行
れ
ぬ
事
な
る

べ
け
れ
ど
も
、
内
心
に
斯
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
と
思
ふ
事
を
試
に
述

る
な
れ
ば
」
と
、
前
置
き
を
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
開

陳
す
る
。

何
よ
り
も
王
室
に
四
親
の
御
廟
の
な
き
事
、
恐
な
が
ら
事
を

缺
た
る
義
に
て
、
明
王
の
孝
を
以
天
下
を
治
る
の
意
に
は
齟

齬
す
べ
し
。
若
神
の
御
裔
の
御
事
故
、
人
間
の
制
度
を
以
て

推
べ
か
ら
ず
と
な
ら
ば
、
御
歴
代
皆
神
に
祝
ひ
奉
る
べ
き
御

事
也
。
夫
も
な
く
て
唯
園
陵
計
り
な
る
は
、
何
と
も
穏
当
な

ら
ぬ
方
あ
る
に
や
。
夫
と
も
時
に
従
ひ
一
日
を
揣
れ
ば
、
今

更
周
室
の
太
祖
に
三
昭
三
穆
を
分
ち
設
る
様
に
と
擬
議
す
る

に
は
非
ず
。
唯
是
今
の
園
陵
の
存
せ
る
寺
中
に
就
て
、
少
さ

き
神
祠
を
四
社
設
け
た
る
如
く
に
し
て
、
茅
茨
采
椽
の
古
を

慕
ひ
、
黒
木
の
御
所
、
木
の
丸
殿
等
云
如
く
あ
り
な
ば
、
他

の
祠
宇
寺
観
の
侈
靡
を
戒
る
為
に
も
宜
し
か
る
べ
く
、
又
は

唯
一
宇
を
設
け
、
宋
朝
の
制
の
如
く
同
殿
異
室
と
す
る
も
簡

当
成
べ
き
か
。
因
て
其
国
忌
を
置
て
、
歳
に
一
度
勅
使
を
以

て
高
曽
祖
考
の
四
世
を
祭
奠
在
せ
ら
れ
、
其
余
の
四
時
節
序

の
祀
典
等
は
、
其
有
無
疏
数
の
制
は
尚
又
宜
き
に
従
ふ
の
方

あ
る
べ
し）
3（
（

。
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竹
山
に
お
い
て
は
、
皇
室
に
は
陵
の
み
あ
っ
て
祀
る
た
め
の
御
霊

屋
が
な
い
こ
と
を「
穏
当
な
ら
ぬ
」と
し
つ
つ
、
中
国
の
周
の「
太

祖
に
三
昭
三
穆
」
と
い
う
よ
う
な
七
廟
を
新
た
に
設
け
る
わ
け
に

も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
茅ぼ
う
し茨
剪
ら
ず
采さ
い
て
ん椽
削

ら
ず
（『
韓
非
子
』
五
蠹
）
と
い
う
よ
う
な
質
素
な
「
神
祠
」
を

四
社
設
け
た
り
、
あ
る
い
は
社
殿
を
一
つ
だ
け
に
し
て
そ
の
中
を

い
く
つ
か
の
部
屋
に
区
切
っ
て
歴
代
祖
先
を
祀
る
と
い
う
「
同
殿

異
室）
32
（

」
の
制
に
し
た
り
す
る
が
よ
い
、
と
竹
山
は
提
案
を
す
る
。

　

そ
し
て
、
竹
山
は
皇
室
の
廟
制
を
具
体
的
に
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

扨
上
世
祖
宗
を
論
ず
る
に
、伊
勢
内
宮
は
天
照
大
神
に
て「
太

祖
」
の
廟
、
外
宮
は
原
廟
也
。
加
茂
は
神
武
天
皇
に
て
人
王

の
「
始
祖
」
の
廟
、
下
鴨
は
原
廟
也
。
宇
佐
八
幡
は
応
神
天

皇
に
て
「
世
宗
」
の
廟
、
百
世
不
遷
の
類
成
べ
し
。
雄
徳
山

は
原
祖
也
。
伊
勢
加
茂
は
元
よ
り
始
祖
也
。
又
人
王
の
世
系

の
尤
明
白
を
得
た
る
応
神
以
降
に
て
、
夫
故
「
始
祖
以
後
の

始
祖
」
の
心
に
て
甚
重
ぜ
ら
る
ゝ
御
事
と
聞
伝
ふ
。
世
に
大

坂
の
小
橋
博
労
の
宮
並
に
高
津
の
宮
は
仁
徳
天
皇
也
と
云
伝

ふ
。
古
今
第
一
の
聖
主
成
ば
、
血
食
の
長
き
も
当
然
也
。
其

功
徳
の
盛
成
は
、「
高
宗
」
と
も
称
す
べ
き
の
類
也
。
ま
た

志
賀
の
旧
京
に
天
智
天
皇
の
御
廟
有
と
聞
伝
ふ
。
果
し
て
然

ら
ば
是
は
職
冠
公
の
良
佐
を
得
て
、
中
興
の
明
主
た
ら
せ
給

へ
ば
、「
中
宗
」
と
云
の
類
成
べ
し
。
是
皆
「
不
遷
の
宗
」

と
建
奉
る
べ
き
者
に
有
ん
。
或
は
新
に
上
世
の
功
徳
を
論
ぜ

ば
、
尚
又
品
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
既
に
廃
す
る
は
挙
ざ
る

の
明
文
も
有
ば
、
唯
在
来
り
た
る
祠
廟
に
て
宗
数
を
擬
議
す

る
の
み
。

最
後
に
結
論
に
お
い
て
、「
右
の
如
く
成
ば
二
祖
二
宗
と
云
て
も

よ
し
。
三
祖
三
宗
と
云
て
も
よ
し
。
二
祖
二
宗
と
、
又
三
祖
三
宗

と
て
も
不
可
成
事
な
し
。
是
に
四
親
を
加
て
八
廟
・
九
廟
・
十
廟

の
内
、
何
れ
に
取
と
も
是
を
我
邦
天
子
の
廟
制
と
」
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る）
33
（

。
先
の
「
七
廟
と
限
ら
ず
、
明
君
が
出
た
ら
、
八
廟

や
九
廟
に
な
っ
て
も
よ
い
」
と
い
う
竹
山
の
主
張
は
、
こ
こ
に
お

い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
黄
彰
健
は
「
令
彝
」
と
い
う
銘
文
の
研
究
に
よ
っ

て
周
の
廟
制
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
公
の

時
に
「
京
宮
」
と
「
康
宮
」
の
宗
廟
が
建
て
ら
れ
、
京
宮
は
后
稷

を
、
康
宮
は
文
王
・
武
王
を
そ
れ
ぞ
れ
奉
祀
し
て
い
る
。
文
・
武

を
祭
る
康
宮
は
も
と
も
と
百
世
不
遷
の「
太
廟
」で
あ
り
、『
礼
記
』

祭
法
篇
な
ど
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
二
祧
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

後
嗣
の
王
の
亡
き
後
、
そ
の
廟
は
康
宮
の
区
域
内
に
建
設
さ
れ
、

康
宮
は
真
ん
中
に
あ
り
、嗣
王
の
廟
は
そ
の
両
側
に
配
置
さ
れ
る
。
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ゆ
え
に
、
周
の
宗
廟
は
后
稷
に
文
王
・
武
王
、
そ
し
て
嗣
王
の
高

曾
祖
考
四
親
廟
を
合
せ
て
、
七
廟
で
あ
る）
34
（

。

　

は
た
し
て
周
の
宗
廟
制
は
黄
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
竹
山
の
「
周
公
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
」
と
い
う
主

張
は
間
違
い
で
あ
る
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
周
の
宗
廟
制
に

周
公
が
多
分
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
大
胆
に
指
摘
し
得
た
竹
山

の
見
識
は
、
や
は
り
驚
嘆
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

上
述
の
よ
う
に
、
儒
者
で
あ
る
竹
山
は
儒
教
の
伝
統
儀
礼
を
も
っ

て
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
現
実
問
題
の
打
開
に

応
え
た
の
で
あ
る
。

中
井
履
軒
『
礼
記
雕
題
略
』
の
所
論

　

と
こ
ろ
で
、
中
井
履
軒
の
『
礼
記
雕
題
略
』
の
な
か
に
も
、
竹

山
『
礼
断
』
や
『
草
茅
危
言
』
と
似
た
よ
う
な
主
張
が
見
ら
れ
る
。

雖
天
子
、
四
世
親
尽
、
則
祧
之
、
礼
也
。
宜
并
始
祖
太
祖
為

六
廟
。
此
記
者
摭
周
家
典
故
、
謬
以
七
廟
為
成
法
耳
。
即
若

其
説
、
大
祖
之
外
、
当
別
立
始
祖
一
廟
、
則
是
八
廟
、
而
後

其
制
始
備
。
其
謬
、
蓋
申
記
者
不
考
周
家
七
廟
之
故
耳
。

按
韋
玄
成
伝
、
詔
曰
蓋
聞
明
王
制
礼
、
立
親
廟
四
、
祖
宗
之

廟
、
万
世
不
毀
。
玄
成
議
曰
、
周
之
所
以
七
廟
者
、
以
后
稷

始
封
、
文
王
武
王
受
命
而
王
、
是
以
三
廟
不
毀
、
与
親
廟
四

而
七）
3（
（

。

周
公
作
礼
楽
、
在
成
王
之
世
、
而
其
追
王
、
止
於
大
王
王
季
。

則
是
成
王
之
時
、
四
親
廟
并
始
祖
、
仍
是
五
廟
矣
、
未
有
六

廟
七
廟
之
制
也
。
何
則
文
武
仍
在
親
廟
之
数
也
。
拠
此
、
康

王
之
時
、
祧
大
王
、
昭
王
之
時
、
祧
王
季
、
而
猶
仍
五
廟
。

穆
王
之
時
、
不
祧
文
王
、
而
六
廟
。
共
王
之
時
、
不
祧
文
武

而
七
廟
始
立
。
二
世
室
之
制
、
蓋
定
於
此
時
也
。
但
是
周
家

所
独
、
豈
可
為
王
者
通
制
哉）
3（
（

。

履
軒
『
礼
記
雕
題
略
』
と
竹
山
『
礼
断
』
と
の
所
論
の
異
同
や
そ

の
意
義
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
他
日
を
期
す
る
が
、
こ
こ
で

は
履
軒
の
上
引
所
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
に
止

め
た
い
。

（
イ
）履
軒
に
お
い
て
、
天
子
の
廟
制
は
六
廟（
始
祖
、
太
祖
、
高
、

曾
、
祖
、
考
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
ロ
）
周
の
廟
制
に
し
た
が
っ
て
、
七
廟
を
「
成
法
」
と
し
た
の

は
王
制
篇
の
記
者
の
誤
謬
で
あ
る
。

（
ハ
）
周
の
七
廟
の
制
を
天
子
の
通
制
と
す
べ
き
で
は
な
い
点
に

お
い
て
、
竹
山
と
履
軒
は
一
致
す
る
。

（
ニ
）
周
公
が
予
め
七
廟
の
制
を
定
め
置
い
た
と
す
る
主
張
は
履

軒
に
は
な
い
。
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お
わ
り
に
―
―
今
後
の
課
題
と
展
望

　

先
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
竹
山
が
懐
徳
堂
の
経
営
者
と
し

て
、
積
極
的
に
官
立
化
を
図
り
、
懐
徳
堂
の
黄
金
時
代
を
築
い
た

こ
と
、
そ
し
て
教
育
に
お
い
て
華
や
か
な
業
績
を
上
げ
た
こ
と
な

ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
竹
山

と
他
の
文
人
・
知
識
人
の
交
流
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
少

な
か
ら
ざ
る
蓄
積
が
あ
る
。し
か
し
、『
易
断
』・『
詩
断
』・『
礼
断
』・

『
四
書
断
』
と
い
っ
た
竹
山
の
経
学
著
述
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下

げ
て
考
察
を
行
う
研
究
は
、
管
見
の
限
り
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
ま

た
、竹
山
と
文
人
や
知
識
人
の
交
流
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、

多
く
人
間
関
係
と
詩
文
応
酬
の
紹
介
に
止
ま
り
、
相
互
の
間
の
往

来
書
簡
に
立
ち
入
っ
て
学
問
や
思
想
内
容
に
関
す
る
分
析
は
不
十

分
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
の
中
井
竹
山
研
究
に
つ
い
て
、
竹
山
思
想
の
研

究
お
よ
び
竹
山
と
近
世
日
本
知
識
人
の
文
化
交
流
、
と
い
う
二
つ

の
側
面
か
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
竹

山
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
竹
山

の
数
々
の
経
学
著
述
に
つ
い
て
整
理
し
、
翻
刻
公
開
す
る
こ
と
が

当
面
の
急
務
で
あ
る
。
竹
山
と
近
世
日
本
知
識
人
の
文
化
交
流
に

お
い
て
は
、『
竹
山
先
生
国
字
牘
』
を
は
じ
め
、
竹
山
に
師
事
し

た
門
人
や
交
遊
を
深
め
た
知
識
人
と
の
間
の
往
復
書
簡
を
利
用
し

【
図
三
】『
礼
記
雕
題
略
』
巻
上
、
王
制
篇
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て
、
そ
の
間
の
学
問
論
議
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
竹
山
の
学
風
や
懐
徳
堂
の
学
風
が

大
坂
以
外
の
地
に
お
い
て
い
か
に
展
開
し
伝
承
さ
れ
た
の
か
、
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

筆
者
は
今
後
、
こ
れ
ま
で
懐
徳
堂
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
蓄
積

や
、
筆
者
が
竹
山
ら
の
礼
学
思
想
と
そ
の
儀
礼
実
践
に
つ
い
て
考

察
し
た
も
の
を
も
と
に
、
深
く
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
当
分

は
、
関
係
資
料
の
収
集
・
分
析
作
業
を
重
ね
、
次
の
四
つ
の
問
題

意
識
の
探
究
に
取
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
一
）
竹
山
『
礼
断
』
の
礼
説
を
詳
し
く
分
析
し
、
そ
し
て
『
草

茅
危
言
』な
ど
竹
山
の
ほ
か
の
著
述
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

ま
た
、
竹
山
『
礼
断
』
と
履
軒
『
礼
記
雕
題
略
』
と
の
所
論
の

異
同
を
含
め
て
、
近
世
日
本
に
お
け
る
礼
学
思
想
に
つ
い
て
さ

ら
に
詳
し
く
探
究
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）
竹
山
『
易
断
』
の
内
容
を
分
析
し
、
本
書
と
竹
山
の
ほ
か

の
著
述
の
間
の
関
係
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
竹
山
の
易
学
思

想
と
履
軒
『
周
易
逢
原
』
と
の
所
論
の
異
同
を
考
察
す
る
。

（
三
）
竹
山
の
そ
の
ほ
か
の
経
学
著
作
に
つ
い
て
研
究
し
、
竹
山

の
経
学
思
想
の
全
体
像
に
迫
る
。

（
四
）
竹
山
と
他
の
知
識
人
た
ち
の
往
復
書
簡
を
分
析
し
て
、
そ

の
学
問
論
議
の
内
容
を
探
究
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
知
識

人
た
ち
が
い
か
に
竹
山
の
思
想
主
張
を
理
解
し
、
自
ら
の
思
想

に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

そ
し
て
、
中
井
竹
山
の
学
問
や
思
想
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
い

か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
広
い
視
野
か
ら

中
井
竹
山
の
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
附
記
】

本
稿
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
九
～
三
〇
日
、
中
国
杭
州
の
浙
江

工
商
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
「
東
亜
漢
文
学
研
究
―
―
回
顧
与
展

望
」
国
際
学
術
会
議
に
お
け
る
発
表
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
台
湾
・
行
政
院
国
家
科
学
委
員
会
専
題
研
究
計
画

（
研
究
課
題
名
：
中
井
竹
山
的
思
想
及
其
与
近
世
日
本
知
識
人
的

文
化
交
流
、二
〇
一
一
年
八
月
一
日
～
二
〇
一
二
年
七
月
三
一
日
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
西
村
時
彦
『
懐
徳
堂
考
』（
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
二
五
年
）、

五
七
頁
。

（
２
）
湯
浅
邦
弘
編
著
『
懐
徳
堂
事
典
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）、

七
四
頁
。

（
３
）『
懐
徳
堂
事
典
』、
二
〇
九
頁
。

（
４
）『
懐
徳
堂
考
』、
五
六
頁
。

（
５
）
中
井
竹
山
「
応
宮
川
賢
侯
尊
命
、
大
書
呈
上
懐
徳
堂
諸
聯
附
説
」、
西
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村
時
彦
編
『
竹
山
国
字
牘
』（
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
一
一
年
）
巻
下
、

一
丁
表
。
引
用
に
あ
た
り
、
文
中
の
片
仮
名
を
平
仮
名
に
替
え
、
適
宜

表
記
を
変
え
た
。
以
下
同
断
。

（
６
）「
応
宮
川
賢
侯
尊
命
、
大
書
呈
上
懐
徳
堂
諸
聯
附
説
」、『
竹
山
国
字
牘
』

巻
下
、
二
丁
表
。

（
７
）
中
井
竹
山
の
文
章
論
に
つ
い
て
、
別
稿
で
取
り
上
げ
て
詳
し
く
検
討
す

る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
８
）加
地
伸
行
他『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
二
四
、

明
徳
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）、
一
七
二
頁
。

（
９
）
平
重
道
「
懐
徳
堂
の
経
学
思
想
」（『
文
化
』
第
六
巻
第
八
号
、
一
九
三

九
年
）、
六
四
九
頁
。

（
10
）
平
重
道
「
懐
徳
堂
の
経
学
思
想
」、
六
五
〇
頁
。

（
11
）小
堀
一
正『
近
世
大
坂
と
知
識
人
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）、

第
二
章
「
近
世
後
期
に
お
け
る
「
知
」
の
特
質
」、
第
一
節
「
中
井
竹

山
の
歴
史
観
―
―
そ
の
排
仏
論
を
中
心
と
し
て
―
―
」、
一
〇
三
頁
。

（
12
）『
懐
徳
』
五
六
号
、
三
六
頁
。

（
13
）『
懐
徳
』
五
六
号
、
四
三
頁
。

（
14
）
詳
し
く
は
、
田
世
民
「
懐
徳
堂
に
お
け
る
儒
教
儀
礼
の
受
容
─
中
井
家

の
家
礼
実
践
を
中
心
に
─
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二
〇
〇
八
、
二

〇
〇
八
年
）、「
中
井
竹
山
・
履
軒
の
礼
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
懐

徳
堂
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）
よ
り
詳
細
な
竹
山
著
述
目
録
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
中
井
竹
山
・
中
井

履
軒
』
巻
末
附
録
の
著
述
目
録
や
「
新
建
懐
徳
堂
」
の
「
懐
徳
堂
文
庫
」

（http://kaitokudo.jp/kaitokudo1/H
tm
l_jam

/bunko/index.

htm
l

）
を
参
照
。『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
の
著
述
目
録
が
示
し
た

と
お
り
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
ほ
か
に
、
竜
野
市
立
図
書
館
や
大

阪
府
立
図
書
館
に
も
竹
山
の
著
述
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
中
井
竹
山
『
礼
断
』
巻
三
、
王

制
第
五
、
十
四
丁
表
。

（
17
）
伊
藤
徳
男
の
定
義
づ
け
に
よ
れ
ば
、「
親
廟
」
と
は
「
自
分
に
近
い
関

係
に
あ
り
、
親
し
み
が
未
だ
尽
き
な
い
た
め
祭
ら
れ
る
祖
先
の
廟
を
さ

し
、
父
・
祖
父
・
曽
祖
父
・
高
祖
父
の
四
廟
を
四
親
廟
と
い
う
」。
同「
前

漢
の
宗
廟
制
―
―
七
廟
制
の
成
立
を
中
心
に
し
て
―
―
」（『
東
北
学
院

大
学
論
集
：
歴
史
学
・
地
理
学
』
一
三
号
、
一
九
八
三
年
）、
四
七
頁
。

（
18
） 

楊
淑
瓊「
西
周
廟
制
初
探
」（
台
湾
・
中
国
医
薬
大
学
通
識
教
育
中
心『
通

識
教
育
年
刊
』
第
五
期
、
二
〇
〇
三
年
）、
九
三
頁
。

（
19
）「
祧
」
と
は
「
遠
廟
の
こ
と
で
、
親
は
尽
き
た
が
、
功
徳
に
よ
っ
て
代
々

祭
ら
れ
る
廟
で
あ
る
」。
前
掲
伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
宗
廟
制
―
―
七
廟

制
の
成
立
を
中
心
に
し
て
―
―
」、
六
〇
頁
。

（
20
）
張
書
豪
「
従
奏
議
到
経
義
―
―
西
漢
晩
期
廟
数
之
争
析
論
」（
台
湾
・

政
治
大
学『
政
大
中
文
学
報
』第
十
五
期
、
二
〇
一
一
年
）、
一
七
一
頁
。

（
21
）
中
井
竹
山
『
礼
断
』
巻
八
、
祭
法
第
二
十
三
、
十
九
丁
裏
。

（
22
）
田
世
民
「
中
井
竹
山
・
履
軒
の
礼
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
」、
二
一
頁
。

な
お
、
伊
藤
徳
男
は
礼
の
根
本
原
理
で
あ
る「
義
」（
公
義
主
義
）と「
情
」
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（
私
情
主
義
）
の
問
題
に
着
目
し
て
、
王
制
篇
・
祭
法
篇
両
篇
の
相
違

を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
王
制
篇
で
は
功
徳
よ
り
も
親
近
者
を
よ

り
重
ん
じ
、
祭
法
篇
で
は
親
近
者
よ
り
も
功
徳
を
重
視
し
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
前
述
の
「
義
」
と
「
情
」
と
に
分
け
て
い

え
ば
、
王
制
篇
は
「
情
」
に
、
祭
法
篇
は
「
義
」
に
重
き
を
お
く
、
す

な
わ
ち
前
者
は
私
情
主
義
、
後
者
は
公
義
主
義
の
立
場
を
と
る
と
い
え

よ
う
」
と
い
う
。「
前
漢
の
宗
廟
制
―
―
七
廟
制
の
成
立
を
中
心
に
し

て
―
―
」、
六
一
頁
。
な
お
、
前
漢
時
代
の
宗
廟
制
を
め
ぐ
る
礼
説
に

つ
い
て
は
、
藤
川
正
数
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
宗
廟
礼
説
の
変
遷
と
そ

の
思
想
的
根
底
」（『
東
方
学
』
第
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
）
や
、
南
部

英
彦
「
前
漢
後
期
の
宗
廟
制
論
議
等
を
通
し
て
見
た
る
儒
教
国
教
化
―

―
そ
の
親
親
・
尊
尊
主
義
の
分
析
を
軸
と
し
て
―
―
」（『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
五
十
一
集
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
23
）
例
え
ば
、
前
漢
の
韋
玄
成
ら
の
議
論
に
よ
れ
ば
、「
周
之
所
以
七
廟
者
、

以
后
稷
始
封
、
文
王
・
武
王
受
命
而
王
、
是
以
三
廟
不
毀
、
与
親
廟
四

而
七
。
非
有
后
稷
始
封
、
文
・
武
受
命
之
功
者
、
皆
当
親
尽
而
毀
」（『
漢

書
』
韋
玄
成
伝
）
と
い
う
。
鄭
玄
の
「
二
祧
」「
親
廟
四
」
の
説
は
、

ま
さ
に
韋
玄
成
ら
の
議
論
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
前
掲
張
書
豪

「
従
奏
議
到
経
義
―
―
西
漢
晩
期
廟
数
之
争
析
論
」、
特
に
一
七
七
頁
、

一
八
五
頁
を
参
照
。

（
24
）
滝
本
誠
一
編
著
『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』（
明
治
文
献
、
一
九

六
九
年
）、
三
四
八
頁
。
引
用
に
あ
た
り
、
適
宜
表
記
・
記
号
を
変
え
た
。

以
下
同
断
。

（
25
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
四
九
頁
。

（
26
）
后
稷
と
太
王
の
間
の
歴
代
は
、
不
窋
・
鞠
・
公
劉
・
慶
節
・
皇
僕
・
差

弗
・
毀
隃
・
公
非
・
高
圉
・
亜
圉
・
公
叔
の
通
り
で
あ
る
。
竹
山
に
お

い
て
は
、「
大
王
よ
り
上
に
は
宗
と
立
べ
き
も
の
」
が
い
な
い
の
で
、

そ
の
た
め
の
廟
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
27
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
四
七
～
三
四
八
頁
。

（
28
）
正
確
に
い
え
ば
、
吉
宗
が
建
設
を
取
り
止
め
た
の
は
「
仏
殿
」
で
あ
る
。

伊
東
龍
一
に
よ
れ
ば
、「
八
代
将
軍
吉
宗
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

以
降
、
仏
殿
等
の
造
営
を
取
り
止
め
る
こ
と
」に
決
め
た
が
、「
御
廟（
宝

塔
前
）拝
殿
」は
そ
の
後
も
造
営
さ
れ
続
け
た
と
い
う
。
伊
東
龍
一「
徳

川
家
霊
廟
の
御
廟
拝
殿
―
霊
廟
の
建
築
形
式
と
造
営
・
修
理
費
削
減
の

た
め
の
幕
府
の
方
策
―
」（『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』、

二
〇
〇
二
年
）、
二
三
一
頁
参
照
。

（
29
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
五
〇
頁
。

（
30
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
五
一
～
三
五
二
頁
。

（
31
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
五
〇
頁
。

（
32
）「
同
殿
異
室
」
は
ま
た
「
同
堂
異
室
」
と
い
う
。
そ
の
祖
先
祭
祀
の
制

は
後
漢
の
明
帝
の
時
に
始
め
ら
れ
て
以
来
、歴
代
王
朝
の
廟
制
と
な
り
、

宋
朝
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
。
朱
子
「
祧
廟
議
状
」
に
よ
れ
ば
、「
自

後
漢
明
帝
以
来
、
公
私
廟
制
、
皆
同
堂
異
室
、
歴
世
因
之
、
未
有
能
改
」

（
陳
俊
明
校
訂
『
朱
子
文
集
』、
台
湾
・
徳
富
文
教
基
金
会
、
二
〇
〇
〇
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年
、
第
二
冊
、
五
〇
〇
頁
）
と
い
う
。
ま
た
、
吾
妻
重
二
は
『
朱
子
語

類
』
巻
第
九
十
・
礼
七
・
祭
の
、「
如
今
士
大
夫
家
都
要
理
會
古
禮
。

今
天
下
有
二
件
極
大
底
事
、
恁
地
循
襲
。
其
一
是
天
地
同
祭
於
南
郊
。

其
一
是
太
祖
不
特
立
廟
、
而
與
諸
祖
同
一
廟
、
自
東
漢
以
來
如
此
」
と

い
う
言
葉
を
注
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。「
宗

廟
が
同
堂
異
室
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
各
世
代
の
祖
先
ご
と
に

独
立
の
廟
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
廟
堂
内
を
複
数
の
廟
室
に

仕
切
っ
た
う
え
で
、
各
祖
先
を
一
廟
室
に
祀
る
。
同
堂
異
室
制
は
後
漢

の
明
帝
期
以
降
、
歴
代
王
朝
の
宗
廟
形
式
と
な
り
、
宋
朝
も
そ
れ
を
踏

襲
す
る
が
、
朱
熹
は
こ
こ
で
、
太
祖
の
廟
の
み
は
独
立
し
た
廟
堂
を
設

け
る
べ
き
だ
と
い
う
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
・
別
冊
五
』、
二

〇
〇
九
年
）。
竹
山
の
意
見
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
33
）『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』、
三
五
一
～
三
五
二
頁
。
文
中
の
鉤
括

弧
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
34
）
黄
彰
健
「
釈
〈
令
彝
〉
所
記
「
康
宮
」「
京
宮
」、
並
論
西
周
初
年
宗
廟

制
度
・
昭
穆
制
度
」（
同
『
周
公
孔
子
研
究
』、
台
北
・
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
、
一
九
九
七
年
所
収
）、
一
三
一
～
一
六
一
頁
。
特
に

一
四
三
～
一
五
二
頁
を
参
照
。

（
35
）
伊
藤
徳
男
に
よ
れ
ば
、「
か
れ
ら
（
韋
玄
成
ら
の
こ
と
―
引
用
者
注
）

に
よ
れ
ば
、
七
廟
制
は
周
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
后
稷
が
始
封
の
君
で

あ
り
、
文
王
・
武
王
が
受
命
の
君
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
三
廟
は
不
毀

で
あ
り
、
そ
れ
に
親
廟
四
を
合
せ
て
七
廟
に
な
っ
た
と
い
う
」
の
で
あ

る
。前
掲「
前
漢
の
宗
廟
制
―
―
七
廟
制
の
成
立
を
中
心
に
し
て
―
―
」、

四
八
頁
。

（
36
）
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
中
井
履
軒
『
礼
記
雕
題
略
』
巻

上
、
王
制
篇
。

参
考
文
献

研
究
書

西
村
時
彦
『
懷
德
堂
考
』（
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
二

五
年
）

加
地
伸
行
他
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九

八
〇
年
）

陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九

九
四
年
）

小
堀
一
正『
近
世
大
坂
と
知
識
人
社
会
』（
清
文
堂
、
一
九
九
六
年
）

脇
田
修
・
岸
田
知
子『
懐
徳
堂
と
そ
の
人
々
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年
）

湯
浅
邦
弘
編
著
『
懐
徳
堂
事
典
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年
）

宮
川
康
子
『
自
由
学
問
都
市
大
坂
─
─
懐
徳
堂
と
日
本
的
理
性
の

誕
生
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
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研
究
論
文

本
庄
栄
治
郎
「
竹
山
先
生
の
経
済
思
想
」（『
懐
徳
堂
文
科
学
術
講

演
集
』
第
一
輯
、
一
九
二
五
年
。
の
ち
「
中
井
竹
山
の
経
済
思

想
」と
改
題
し
、
同『
日
本
経
済
思
想
史
研
究
』、
日
本
評
論
社
、

一
九
四
二
年
所
収
）

菅
野
和
太
郎
「
解
題
」（
同
編
『
近
世
社
会
経
済
学
説
大
系
・
中

井
竹
山
集
』、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
五
年
）

平
重
道
「
懐
徳
堂
の
経
学
思
想
」（『
文
化
』
六
巻
八
号
、
一
九
三

九
年
）

菅
野
和
太
郎
「
寛
政
の
改
革
と
中
井
竹
山
」（
同
『
近
世
日
本
の

三
大
改
革
』、
龍
吟
社
、
一
九
四
四
年
所
収
）

藤
直
幹
「
懐
徳
堂
の
史
学
―
―
中
井
竹
山
の
『
逸
史
』
を
中
心
と

し
て
―
―
」（『
懐
徳
』
二
八
号
、
一
九
五
七
年
。
の
ち
、「
中

井
竹
山
の
日
本
史
研
究
に
つ
い
て
」
と
改
題
し
、
同
『
武
家
時

代
の
社
会
と
精
神
』、
創
元
社
、
一
九
六
七
年
に
所
収
）

藤
川
正
数
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
宗
廟
礼
説
の
変
遷
と
そ
の
思
想

的
根
底
」（『
東
方
学
』
第
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
）

伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
宗
廟
制
―
―
七
廟
制
の
成
立
を
中
心
に
し
て

―
―
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
：
歴
史
学
・
地
理
学
』
一
三
号
、

一
九
八
三
年
）

小
堀
一
正
「
中
井
竹
山
の
歴
史
観
─
そ
の
排
仏
論
を
中
心
と
し
て

─
」（『
日
本
近
代
の
成
立
と
展
開
（
梅
渓
昇
教
授
退
官
記
念
論

文
集
）』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
所
収
。
の
ち
同
『
近
世

大
坂
と
知
識
人
社
会
』
清
文
堂
、
一
九
九
六
年
所
収
）

藤
本
雅
彦
「
中
井
竹
山
の
公
私
観
」（『
懐
徳
』
五
六
号
、
一
九
八

七
年
）

高
橋
章
則
「
近
世
後
期
史
学
史
と
『
逸
史
』」（『
日
本
思
想
史
学
』

一
九
号
、
一
九
八
七
年
）

吉
川
延
太
郎「
中
井
竹
山
の
経
世
」（『
商
業
史
研
究
所
紀
要
』四
号
、

一
九
九
六
年
）

黄
彰
健
「
釈
〈
令
彝
〉
所
記
「
康
宮
」「
京
宮
」、
並
論
西
周
初
年

宗
廟
制
度
・
昭
穆
制
度
」（
同
『
周
公
孔
子
研
究
』、
台
北
・
中

央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）

南
部
英
彦
「
前
漢
後
期
の
宗
廟
制
論
議
等
を
通
し
て
見
た
る
儒
教

国
教
化
―
―
そ
の
親
親
・
尊
尊
主
義
の
分
析
を
軸
と
し
て
―
―
」

（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
十
一
集
、
一
九
九
九
年
）

伊
東
龍
一
「
徳
川
家
霊
廟
の
御
廟
拝
殿
―
霊
廟
の
建
築
形
式
と
造

営
・
修
理
費
削
減
の
た
め
の
幕
府
の
方
策
―
」（『
日
本
建
築
学

会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』、
二
〇
〇
二
年
）

楊
淑
瓊
「
西
周
廟
制
初
探
」（
台
湾
・
中
国
医
薬
大
学
通
識
教
育

中
心
『
通
識
教
育
年
刊
』
第
五
期
、
二
〇
〇
三
年
）

西
岡
幹
雄
「
制
度
の
安
定
化
フ
レ
ー
ム
と
社
会
意
識
の
活
性
化
―

中
井
竹
山
の「
経
済
」学
と
常
平
・
社
倉
論
―
」（『
経
済
学
論
叢
』

五
七
巻
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）
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西
岡
幹
雄
「
中
井
竹
山
に
お
け
る
「
義
利
」
と
「
制
度
組
立
」
─

制
度
認
識
に
立
脚
し
た
政
治
経
済
観
を
中
心
に
し
て
」（『
経
済

学
論
叢
』
六
〇
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）

田
世
民
「
懐
徳
堂
に
お
け
る
儒
教
儀
礼
の
受
容
─
中
井
家
の
家
礼

実
践
を
中
心
に
─
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』、
二
〇
〇
八
年
）

吾
妻
重
二
・
佐
藤
実
「『
朱
子
語
類
』
礼
関
係
部
分
訳
注
一
：『
朱

子
語
類
』
巻
第
九
十
・
礼
七
・
祭
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研

究
別
冊
五
』、
二
〇
〇
九
）

陶
徳
民「
東
ア
ジ
ア
の
救
済
施
設
と
し
て
の
社
倉
─
中
井
竹
山『
社

倉
私
議
』
考
─
」（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
益
思
想
の
変
容
：

近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）

田
世
民
「
中
井
竹
山
・
履
軒
の
礼
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
懐

徳
堂
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）

佐
野
大
介
「
懐
徳
堂
無
鬼
論
に
お
け
る
中
井
竹
山
「
ム
ク
リ
コ
ク

リ
ノ
説
答
千
秋
」」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十
三
号
、
二
〇

一
一
年
）

張
書
豪
「
従
奏
議
到
経
義
―
―
西
漢
晩
期
廟
数
之
争
析
論
」（
台

湾
・
政
治
大
学
『
政
大
中
文
学
報
』
第
十
五
期
、
二
〇
一
一
年
）
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